
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号

学
校
給
食
法
施
行
規
則

学
校
給
食
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
十

二
号
）
第
一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
学
校
給

食
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
学
校
給
食
の
開
設
等
の
届
出
）

第
一
条
　
学
校
給
食
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
給
食
の
開
設
の
届
出
は
、
学

校
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
校
給
食
の
実
施
人
員

二
　
完
全
給
食
、
補
食
給
食
又
は
ミ
ル
ク
給
食
の
別

（
以
下
「
学
校
給
食
の
区
分
」
と
い
う
。
）
及
び
毎
週

の
実
施
回
数

三
　
学
校
給
食
の
運
営
の
た
め
の
職
員
組
織

四
　
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
及
び
維
持
の

方
法

五
　
学
校
給
食
の
開
設
の
時
期

２
　
完
全
給
食
と
は
、
給
食
内
容
が
パ
ン
又
は
米
飯
（
こ

れ
ら
に
準
ず
る
小
麦
粉
食
品
、
米
加
工
食
品
そ
の
他
の

食
品
を
含
む
。
）
、
ミ
ル
ク
及
び
お
か
ず
で
あ
る
給
食
を

い
う
。

３
　
補
食
給
食
と
は
、
完
全
給
食
以
外
の
給
食
で
、
給
食

内
容
が
ミ
ル
ク
及
び
お
か
ず
等
で
あ
る
給
食
を
い
う
。

４
　
ミ
ル
ク
給
食
と
は
、
給
食
内
容
が
ミ
ル
ク
の
み
で
あ

る
給
食
を
い
う
。

５
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
当
該
変
更
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除

き
、
変
更
の
事
由
及
び
時
期
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え

て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
及
び
第
五
項

に
規
定
す
る
届
出
に
関
し
、
届
出
書
の
様
式
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
校
給
食
の
廃
止
の
届
出
）

第
二
条
　
令
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
給
食
の
廃
止
の
届

出
は
、
学
校
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
校
給
食
の
廃
止
の
事
由

二
　
学
校
給
食
の
廃
止
の
際
に
お
け
る
学
校
給
食
の
施

設
、
設
備
及
び
物
資
の
処
分
の
方
法

三
　
学
校
給
食
の
廃
止
の
時
期

２
　
前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
学
校
給
食
の
廃
止
の
届
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
数
）

第
二
条
の
二
　
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
学

校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
施
設
の
建
築
を
行
う
年
度
の

翌
年
度
中
に
設
置
さ
れ
る
令
第
一
条
に
規
定
す
る
義
務

教
育
諸
学
校
に
そ
の
設
置
の
日
に
お
い
て
在
学
す
る
こ

と
と
な
る
者
の
数
は
、
当
該
日
に
お
い
て
当
該
学
校
に

在
学
す
る
予
定
の
者
の
数
を
基
準
と
し
て
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
数
と
す
る
。

（
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
設
の
施
設
の
基
準
）

第
二
条
の
三
　
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食

の
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
既
設
の
施
設
の
位
置
、
構
造
等
の
技
術
上
の
基
準

は
、
別
に
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
。

（
令
第
五
条
に
規
定
す
る
児
童
又
は
生
徒
の
数
等
）

第
二
条
の
四
　
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す

る
経
費
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
児
童
又
は
生
徒
の
数
を

令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
場
合
に

は
、
同
条
第
一
項
各
号
「
当
該
建
築
」
と
あ
る
の
は
、

「
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
設
備
の
整
備
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
条
の
二
の
規
定
は
、
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

同
条
に
規
定
す
る
経
費
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
児
童
又

は
生
徒
の
数
を
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
算

定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
条
の
二
中
「
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
令
第
五
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
四
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
「
施
設
の
建
築
」
と
あ

る
の
は
「
設
備
の
整
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
補
助
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
三
条
　
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
書
類
の

様
式
は
、
別
に
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
五
日
文
部
省
令
第

一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
五
月
八
日
文
部
省
令
第

一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
度
の
学
校
給
食
に
係
る
施
設
及
び
設
備
並
び
に
学

校
給
食
費
に
関
す
る
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
五
月
二
八
日
文
部
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

四
年
度
の
学
校
給
食
費
に
関
す
る
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
九
月
七
日
文
部
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

六
年
度
の
学
校
給
食
費
に
関
す
る
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
文
部
省
令
第

二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
七
日
文
部
省
令
第

二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
昭
和
三
十

八
年
度
ま
で
の
学
校
給
食
費
の
補
助
金
に
関
し
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
文
部
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
八
年
八
月
二
四
日
文
部
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

学
校
給
食
法
施
行
規
則
及
び
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学

校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
文
部
省
令
第

二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

学
校
給
食
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
度
の

国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
二
月
一
〇
日
文
部
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
一
七
日
文
部
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
文
部
省

令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
文
部
省

令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
文
部
科
学
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化

等
に
伴
う
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

1


